
 

改 定 概 要 
 
第１章 共通工 
 第４ 共通工（１）（溝渠工・法枠工等） 
  ・４－１－10 跳水防止板設置歩掛 

（３）1.0 枚当たり単価表を改定 
 
第３章 林道 
  第３ その他（県独自歩掛） 

・３－５ 木製パネル工 
 張コンタイプのコンクリート数量を改定 

 
第５章 その他資料 
 ①森林整備保全事業設計標準歩掛における留意事項 
  ４ スクラップなど売却費を計上する場合の積算の取扱いについての記述を改定 
 
 ③標準工期（参考） 
  ・森林土木工事標準工期（本土）の改定 
  ・森林土木工事標準工期（離島）の新設 
 
 
 
 
 
※詳細については，県政情報センター(県庁２F)，環境林務部環境林務課及び 

各地域振興局・支庁林務水産課で閲覧してください。 
 


